
（１）何故、今『相続診断』が必要か？

（２）「土地の相続税評価額」の確認方法

（３）「家屋の相続税評価額」の確認方法

（４）「住まい方と相続税」の関係

（５）「住宅資金贈与」

（６）「相続税」がかかる場合の対策

『住まい方』で異なる相続税

リスク分析と対策を学ぶ！

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



「相続診断」の概念図

夫30歳、妻28歳
新築を検討中！

（建物2,500万円）

夫65歳、妻63歳
建替えを検討中！
夫婦2人の小さな家
（建物2,500万円）

☛対策❶

対策❶：住宅資金贈与
1,500万円で新築
（建物4,000万円） ☛対策❷

事例１ 事例２事例１

子が新築すると

相続税がかかる

リスクが高まる

子

アパート暮し
将来、新築希望

子

土地：1,800万円
建物：200万円
現金：？

親

親
対策❷：住宅資金贈与
1,500万円で建替え
（建物4,000万円）又は❷

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



（１）何故、今『相続診断』が必要か？

■平成27年1月1日から、基礎控除が改定！

事例：家族構成が母と子の場合、
改定前後の基礎控除はいくら？

改定前：5,000万円＋1,000万円×法定相続人
＝5,000万円＋1,000万円×１人
＝6,000万円

改定後：3,000万円＋ 600万円×法定相続人
＝3,000万円＋ 600万円×１人
＝3,600万円

土地：？
建物：？
現金：？

２,４００万円の
差額が発生！

■土地＋建物＋現金 ＞ 3,600万円 ⇒ 相続税が発生！

∴「現金がいくらあると相続税がかかるか？」を把握する

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



（２）土地の相続税評価額の確認方法

❶路線価方式：路線価がある地域

路線価×面積×補正率
＝70,000円×264㎡×1.00
＝1,843万円

❷倍率方式 ：路線価がない地域

固定資産税評価額×倍率
＝17,000,000円×1.10
＝1,870万円

❸小規模宅地等の特例：課税価格を80％減額：max330㎡

条件：相続人が同居 or 賃貸 or 持家（新築）（売却3年経過）

２６４㎡

２０ｍ

70C

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



（３）建物の相続税評価額の確認方法

■相続税評価額は、固定資産税通知書の固定資産税評価額

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



土地評価額：1,800万円、建物評価額：200万円

【土地】 【建物】 【現金】 【基礎控除】

■賃貸：特例有： 360 +  200 + 3,040 >  3,600

∴現金が3,040万円を越すと相続税がかかる！

■新築：特例無：1,800 +  200 + 1,600 > 3,600

∴現金が1,600万円を越すと相続税がかかる！

（生命保険は現金に含まれる）

特例：小規模宅地等の特例（課税価格80％減）

（４）「住まい方と相続税」の関係（１／４）

◎子が「賃貸」 or 「新築」で相続発生

母：実家（築30年）

長男：新築

長男：賃貸

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



建替価格（現金）3,000万円

土地評価額：1,800万円、建物評価額：200万円

【土地】 【建物】 【現金】 【基礎控除】

■賃貸：特例有： 360 + 1,800 + 1,440 > 3,600

∴現金が1,440万円を越すと相続税がかかる！

■新築：特例無：1,800 + 1,800 + 0 > 3,600

∴現金がある（>0円）と相続税がかかる！

特例：小規模宅地等の特例（課税価格80％減） 建物評価額（固定資産税評価額）：建物価格の６割

（４）「住まい方と相続税」の関係（２／４）

◎子が「賃貸」or「新築」で、親が「建替え」後に相続発生

母：実家（築30年）

長男：新築

長男：賃貸

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



建替価格3,000万円 住宅資金贈与1,200万円

土地評価額：1,800万円、建物評価額：200万円

【土地】 【建物】 【現金】 【基礎控除】

特例有：360 +    0 + 3,240 > 3,600

∴現金が3,240万円を越すと相続税がかかる！

特例：小規模宅地等の特例（課税価格80％減） 建物評価額（固定資産税評価額）：建替えの為０円

（４）「住まい方と相続税」の関係（３／４）

◎子が「建替え」後に相続発生

母：実家（築30年）

長男：建替

長男：賃貸

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



【知って得する情報】学べる相続＆贈与！

（５）住宅資金贈与

2016.1 2019.4 2019.10 2020.4 2021.12 2025.12

1,500万円
1,200万円

❶
❷

3,000万円

1,500万円

❸

❹

※❶～❹：その他住宅は500万円減額

1,000万円

❺

❶適用期限を2025年12月末まで２年間延長。

❷非課税限度額は、耐震、省エネ、バリアフリー性能のいずれかを有する住宅

は1,000万円、その他住宅は500万円。

❸暦年課税との併用が可能。基礎控除110万円が非課税枠に加算

❹相続時精算課税との併用が可能。特別控除2,500万円が非課税枠に加算

❺活用方法として自己資金に有利。ご両親にご相談を！



「相続診断」の概念図

夫30歳、妻28歳
新築を検討中！

（建物2,500万円）

夫65歳、妻63歳
建替えを検討中！
夫婦2人の小さな家
（建物2,500万円）

☛対策❶

対策❶：住宅資金贈与
1,500万円で新築
（建物4,000万円） ☛対策❷

事例１ 事例２事例１

子が新築すると

相続税がかかる

リスクが高まる

子

アパート暮し
将来、新築希望

子

土地：1,800万円
建物：200万円
現金：？

親

親
対策❷：住宅資金贈与
1,500万円で建替え
（建物4,000万円）又は❷

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！



ぜひ、ご自身の条件で、

『相続診断』をご体感下さい！

【知って得する情報】学べる相続＆贈与！


